
上野商工会議所会員向けビジネスローンのご案内

当所では、会員事業所を対象としたサービス提供の一環として、下記金融機関の協力により、新たに会員向けビジネス

ローンの取扱を開始しました。

事業資金の融資を受ける際、利率や事務取扱手数料などの優遇措置があるほか、短い期間で審査が行われるなどの様々

なメリットがあります。

※ ご利用につきましては、下記の内容をよくお読みになり、ご検討下さい。

取扱金融機関 北伊勢上野信用金庫 百五銀行 第三銀行 三重銀行

融資対象企業 *営業エリア内で 2年以

上の業歴を有する法人

又は個人事業主

*税金の滞納がない方

*直近の決算で債務超

過でない方

*直近決算で債務超過でな

い方

*直近 2期決算のうちいず

れかで経常黒字を計上し

ている方

*信用保証協会の保証を受

けられる方

第三銀行と融資取引が

なく、次の条件に該当

する法人

*中小企業基本法に基

づく中小企業者、又は

従業員が 300 名以下の

医療法人

*法人として同一業種

での業歴が 1 年以上

*直近の決算において

債務超過でない

*上野商工会議所会員

歴が 1 年以上かつ会費

の未納がない

*年商 3億円以下

*三重県内に所在し、営

業エリア内で事業を営

む法人又は青色申告並

びに白色申告の個人

資金使途 運転資金・設備資金 運転資金・設備資金 運転資金、設備資金 運転資金・設備資金

利率 所定利率(変動金利)

(会員はﾏｲﾅｽ 0.3％優遇)

所定利率(変動金利) 1.75％以上

(変動金利)

２．０～

８．０％

変動金利

限度額 500 万円以内 100 万円以上

8,000 万円以下

100 万円以上

3,000 万円以下

100 万円以上

1,000 万円以下

(直近決算における平均

月商の 3 倍が限度額(青

色申告者で単式簿記の

方は 2 倍)

貸付期間 5 年以内 6 ケ月以上 5 年以内 6 ケ月以上３年以内 5 年以内

返済方法 元金均等 元金均等

(据置 6 ヶ月以内)

毎月元金均等返済 元金均等

期日一括返済の場合は

6 ヶ月

担保･保証人 担保：不要

保証人：法人の場合は

代表者、個人の場合は

ご家族

担保：不要

保証人：法人は代表者、個

人は不要

担保：不要

保証人：法人代表者

担保：不要

保証人：法人の場合は

代表者、個人の場合は

不要

取扱手数料 無料

(通常 10,500 円)

無料

(通常 10,500 円)

通常融資期間に応じて

10,500 円又は 21,000

円を

それぞれ 10,500 円優

遇。

有料 21,000 円

(通常 31,500 円)

その他 所定の必要書類の提出 申込みに際には、百五銀行

および保証協会所定の審

査があります。

信用保証協会との保証委

託に基づき、ご融資の際に

別途保証料を申し受けま

す。

ご融資金額、ご融資期

間、ご融資利率は、審査

の結果により決定。

所定の必要書類の提

出、申し込み受付は

FAX でも可

申し込みの際、上野商工会議所が発行する会員証明が必要となります。

この取扱は、融資の実行をお約束するものではありません。審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あ

らかじめご了承ください。

商品内容など詳細については各金融機関又は当所へお問い合わせください。


